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救急救命士における業務の場の拡大
(令和3年（2021年）10月1日)
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全国297施設（当時）救命救急センター長に対してのアンケート調査（Web回答）

アンケート回答期間：2021年12月23日～2022年2月9日

回答率： 59.9％（178施設から回答）

令和３年度厚生労働行政推進調査事業費補助金研究
地域医療構想を踏まえた救急医療体制の構築に関する研究（小井土雄一）救急医療
に携わる医師の働き方改革について 研究分担者 横田裕行 報告書から 2
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設問１０：
貴救命救急センターでは救急救命士を雇用していますか。

174施設から回答が得られた。雇用しているのが33.9％（59
施設）、雇用していないは65.5％（114施設）であった。

177施設から回答が得られた。重要と回答したのは47.5％
（84施設）、重要でない13％（23施設）、どちらともいえ
ない39.5％（70施設）であった。

設問１１：
医師の働き方改革を進める際に救命救急センターでに勤務する救急救命士の雇用

は重要ですか。

令和３年度厚生労働行政推進調査事業費補助金研究
地域医療構想を踏まえた救急医療体制の構築に関する研究（小井土雄一）救急医療
に携わる医師の働き方改革について 研究分担者 横田裕行 報告書から
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救急救命士を既に雇用している施設59施設では72.9％(43施設)で救急救命士
の雇用の重要性が高く認識、評価されていた。

設問１０：
貴救命救急センターでは救急救命士を雇用していますか。

令和３年度厚生労働行政推進調査事業費補助金研究
地域医療構想を踏まえた救急医療体制の構築に関する研究（小井土雄一）救急医療
に携わる医師の働き方改革について 研究分担者 横田裕行 報告書から
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設問１２：
医師の働き方改革を進める際に救命救急センターに勤務する診療看護師

（Nurse Practitioner）の雇用は重要ですか。

177施設から回答が得られた。診療看護師（Nurse Practitioner）の雇用
は重要と回答したのは59.3％（105施設）、重要でない11.9％（21施設）、
どちらともいえない28.8％（51施設）であった。

令和３年度厚生労働行政推進調査事業費補助金研究
地域医療構想を踏まえた救急医療体制の構築に関する研究（小井土雄一）救急医療
に携わる医師の働き方改革について 研究分担者 横田裕行 報告書から
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救急救命士を雇用する医療機関に求められるもの



“医療機関に勤務する救急救命士の救命救急処置実施についてのガイドライン”から抜粋

https://www.jaam.jp/info/2021/files/info-20210929.pdf

救急救命士を雇用する医療機関に求められるもの
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令和３度医療機関に所属する救急救命士

に対する研修体制整備事業

救急救命士を雇用する医療機関の体制整備
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医療機関に所属する救急救命士に対する研修の講師となる人材のため講習会

https://odpec.or.jp/emt/contents/emt_knowledge/
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医療機関に所属する救急救命士に対する研修の講師となる人材のため講習会

https://odpec.or.jp/emt/contents/emt_knowledge/



医療機関に所属する救急救命士に対する研修の講師となる人材のための講習会
(医療機関に所属する救急救命士の研修を指導する体制整備に関する講習会）

講習会 開催日時 開催方法
申込者数
受講者数

備考

第1回
令和４年２月１２日(土)

13時00分～16時30分
オンライン形式

申込者数 130 名
受講者数 123 名

講師７名

第2回
令和４年２月２３日(水)

13時00分～16時30分
オンライン形式

申込者数 190 名
受講者数 165 名

講師７名

第3回
令和４年２月２６日(土)

13時00分～16時30分
オンライン形式

申込者数 193 名
受講者数 165 名

講師７名

受講者数合計 453 名

医師： 165名
看護師： 65名
救急救命士： 92名
その他・不明： 131名

医師の業務軽減に寄与するか？
医療機関に勤務する救急救命士は？

11



12
一般社団法人全国救急救命士教育施設協議会
令和３年度卒業生の状況調査票から編集

一般社団法人全国救急救命士教育施設協議会加盟の教育施設での
卒業生と国家試験合格数

（令和元年度～令和3年度）
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一般社団法人全国救急救命士教育施設協議会
令和３年度卒業生の状況調査票から編集

医療機関

消防機関

卒業生の就職先・進路
（令和３年度）

令和３年度における医療機関への就職者数は189名、割合は16％であった。

（1218名対象）



一般社団法人全国救急救命士教育施設協議会
令和３年度卒業生の状況調査票から編集

医療機関 消防機関

卒業生の進路・就職先
（令和元年～３年度）

内側：令和元年度

中側：令和2年度

外側：令和3年度

医療機関へ就職する割合が増加
している傾向がある。
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https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000038005_1_2.pdf

医療介護総合確保推進法における医療・介護スタッフの連携

医療介護総合確保推進法（医療部分）の概要について第１０６回市町村職員を対象とするセミナー
平成２６年９月１９日厚生労働省医政局総務課、地域医療計画課、医事課、看護課 から
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医療機関内においても
救急救命士の業務を可能とした

救急救命士法改正の影響に関する調査

令和４年度厚生労働行政推進調査事業費補助金研究

地域医療構想を踏まえた救急医療体制の充実に関する研究

研究代表者 横田裕行（日本体育大学大学院保健医療学研究科）

研究分担者 田邉晴山（一般財団法人救急振興財団救急救命東京研修所）

織田 順（大阪大学医学系研究科救急医学）
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背景・目的

• 2021年10月、救急救命士法が改正され、これまで医療機関
に到着するまでの搬送途上に限られていた救急救命士の業
務の場が、医療機関に到着後、傷病者が入院するまで間に
まで拡大された。

• これにより、医療機関の中においても、救急救命士として
の業務（救急救命処置の実施）が可能となった。

• この法の改正の目的には、救急医療機関で働く医師等の過
重労働・人手不足の軽減、救急医療機関の機能の強化・充
実があったが、法改正によってそれにどの程度の効果が
あったかは明らかでない。

• 今般の救急救命士法改正による、救急医療機関で働く医師
等の過重労働の解消、救急医療機関の機能強化等への効果
について調査する。
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全国調査の概要

１．対象

全国の救命救急ンセンター（全国300施設）のセンター長、

看護師長

２．実施時期（めど）：

令和５年１月 調査開始※「救命救急センター充実段階評価」に合わせて実施

３月 集計開始、５月 とりまとめ

３．方法

オンライン入力形式
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①雇用状況と負担軽減

１．救急救命士の雇用状況

改正前後（2021年４月・2023年４月）の雇用数

• 常勤・非常勤別

• 直接雇用、間接雇用（派遣）別

２．法改正の影響についての認識
（センター長への質問）

• 救急救命士が医療機関内で救急救命処置を実施できるようになったことは、救急救命

士を雇用するきっかけとなりましたか？

（センター長、看護師長 それぞれへの質問）

• 救急救命士が医療機関内で救急救命処置を実施できるようになったことで医師、もし

くは看護師の負担は軽減しましたか、それとも負担が増えましたか？

① 全体としての負担軽減

② 具体的項目ごとの負担軽減

59
114

救命救急センターの
救急救命士の雇用の状況（2021）※

雇用あり 雇用無し

令和３年度厚生労働事業費補助金「地域医療構想を見据えた救急医療提供体制の構築に関する研究」分担研究：救急医療に関わる医師の働き方について（横田裕行）
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負担軽減の詳細項目

1. 全体としての負担軽減の有無の状況

2. 負担軽減の具体的対象（例）

• 病院救急車の管理・運用

• 搬送受け入れ依頼への対応

• 救急外来等での診療

• 救急外来等での検査等（画像検査など）

• 傷病者の院内搬送

• 患者、家族への対応（説明、同意取得、案内など）

• 救急外来等の清掃・消毒・整理

• 資器材管理

• 転院搬送調整

• 心肺蘇生等

• 病院実習対応

• データ登録

• その他（ ）
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②救急受け入れ実績等

１．年間受け入れ救急搬送人員数の変化（2021年・2023年）

※全国での救急搬送人員数は、新型コロナウイルス感染症の流行の影響

を大きく受けており、法改正の影響を推し量る一つの指標として調査

２．搬送要請に対する応需率の変化（2021年・2023年）

※救命救急センターで応需率を公表している施設は65%。

※新型コロナウイルス感染症の流行が応需率に影響を与えている可能性

が否定できないため、法改正の影響を推し量る一つの指標として調査

３．病床稼働率の変化の変化（2021年・2023年）

※病床稼働率は、NDB（National Data Base）、DPCのデータ、病床

報告のデータなどから算定可能であれば実施

※新型コロナウイルス感染症の流行が病床稼働率に大きく影響を与

えると考えられるため、法改正の影響を推し量る一つの指標と

して調査
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③院内体制の整備状況等

１-1 救急救命士に関する委員会の状況

・委員会規定の有無

・指示医師の規定の有無

-2 救急救命処置の実施の整備状況

・実施件数

・事後検証の状況

-3 救急救命士の教育研修の状況

・就業前研修の状況

・特定行為実施のための研修の状況

2 院内救命士を雇用する上での制度的、実務的な課題・期待

・救急救命処置の範囲 23



あらゆる医療・介護スタッフが密接に連携し、急性期から
回復期、維持期で質の高い医療や介護を提供することが求め
られています。

そのような中で、法律の改正によって救急救命士の活動の
場が拡大され、病院前救護だけではなく、地域医療構想の中
でどのような活躍が期待され、可能であるかを検討、検証し
て行く必要があると考えています。
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